
   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

        

                                                  

 

                                                

 

 

 

 

 

平成3 0 年７月９日 

６ 月 ９ 日 
愛 知 県 警 察 本 部 

生 活 安 全 総 務 課 

「安心」して暮らせる「安全」な愛知に向けて 

○メールやハガキを受け取り、心配になった人が記載された 

連絡先に電話すると、電話に出た犯人からは・・・ 

○ 近くの「ドラッグストア」「インターネットカフェ」で電

子マネー（アマゾンギフトカードやＷebMoney(ウェブマ

ネー)）を購入し、裏面の番号を教えるよう指示 

○ 「店員は何も知らない」と言って店員と会話させない 

○ ５万円のカードを購入するように指示 

（複数枚の購入を指示する場合もあります） 

 

ドラッグストア・インターネットカフェ 

で電子マネーを購入させています！ 

■  ドラッグストアやインターネットカフェへ誘導する手口 

！電子マネー裏面に記載された番号などを伝えると、購入した金額をダマし取られてしまいます。 

■  「コンビニエンスストア」 から 「ドラッグストア・インターネットカフェ」 に変化！？ 

・最近、この手口で「ドラッグストア」や「インターネットカフェ」へ誘導する事例が出てきました。 

・これまでの手口ではコンビニエンスストアに誘導されていましたが、コンビニエンスストアには高額な電子マネー

を購入するお客様への声掛けを依頼しており、多くの被害を防止していただいています。 

・そこで犯人は、店員からの「声掛け」を避けてドラッグストアやインターネットカフェなどへ誘導していることが

考えられます。 

 

↓電子マネーの例（ｱﾏｿﾞﾝｷﾞﾌﾄｶｰﾄﾞ WebMoney） 

「有料サイト利用料を電子マネーで支払え」は詐欺！ 

特殊詐欺被害を未然に防止するため「電子マネー購入時の声掛け」にご理解とご協力をお願いします。 

○有料動画未納料金を請求するメールを送信 

 （実際に送信されたメール（左側）） 

○消費未納料金を請求するハガキを送付 

 （実際に送付されたハガキ（右側）） 


